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給 与 規 程

第 1章  総  則

(定義 )

第 1条 この規程は、就業規則第 27条に基づき、従業員の給与および賞与に関する事項を定めるもので
ある。

(適用範囲 )

第 2条  この規程は、就業規則第 2条に定める従業員に適用する。また、嘱託社員、契約社員、およびパ
ートタイマーまたはアプリ イヽ ト等臨時に採用された者の給与に関する項目は、個別に定める他、

特定の定めをした場合を除き、この規程を準用する。

(支払形態 )

第 3条  給与は日給月給制とする。
2.前 項にかかわらず、パートタイマーあるいはアルバイト等臨時に採用された者 |こついては時給と
し個別に定める。

第 2章  給  与

(給与項目)

第 4条  給与は以下の項目よりなる。
(1)基本給

(2)時間外勤務手当

(3)休日勤務手当

(4)夜間勤務手当

(5)休業手当

(6)特別手当

(基本給 )

第 5条  基本給は各人の能力・経験等をもとに、個別に決定する。

(給与の計算期間および支払日)

第 6条  給与の計算期間は、毎月 1日から末日までの lヵ月とし、毎月末日に締切り、当月 25日 に支払
う。ただし、給与支払日が金融機関の休日に当たるときは、前日に繰り上げて支払う。

2. 前項にかかわらず、日給または時給による者については、毎月 1日から末日までの 1カ月を給与
の計算期間とし、毎月末日に締切り、翌月 25日 に支払う。ただし、給与支払日が金融機関の休
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日に当たるときは、前日に繰り上げて支払う。

(給与の支払方法 )

第 7条  給与は、従業員の指定する本人名義の銀行日座に振り込む。

(給与の控除)

第 8条  次の各号に該当するものは、給与支払の際にその額を控除する。
(1)源泉所得税、住民税

(2)健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料

(3)あらかじめ従業員より申し出があるか、または協定により法人が認めたもの。

(中途入社者、退職者及び復職者、休業者の給与計算 )

第 9条  給与計算の中途において入社、退職及び復職、体職した者についての給与の計算は、日割計算と
し、給与計算期間中の在籍日数相当額を支給する。

(日割単価の計算 )

第 10条  日割単価は、次の算式により計算する。

日割単価= 基本給-21.5

(時間単価の計算 )

第 11条 遅刻、早退等により控除を行う場合および時間外手当を算出する場合等の時間単価計算は次の算
式による。

時間単価 =基 本給 (21. 5X8)

(端数計算 )

第 12条 日割計算の算定に当たり 1円未満の端数が生したときは、各給与項目ごとにその端数を切り上げ
て計算する。

(年次有給休暇の取扱い)

第 13条 従業員が、年次有給休暇を取得した場合には、通常の給与を支払う。

(基本給の決定 )

第 14条 基本給は、従業員の職務内容、勤務成績等を評価し決定する。

(昇給・給与改定)

第 15条 昇給または給与の改定は、毎年 1回を原則として 1月 1日 に行う。
2.昇 給または給与の改定に関する査定期間は、毎年 1月 1日より9月末日までの 9カ月間とし、査
定期間内の勤務実績が 8ヵ月以上ある者を対象とする。

3. 前項にかかわらず、成績等が特に優秀なもの、あるいはその他の事情により必要を認めたものに
ついては、臨時に改定することがある。

第 3章  手  当
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(時間外勤務手当)

第 16条 法定労働時間を超えて勤務した場合には、1カ月の時間外労働が 60時間以内の時間は勤務 1時間
につき時間単価または時給額の 25%、 60時間を超えた時間は勤務 1時間{こつき時間単価または

時給額の 50%を上乗せして支給する。ただし、管理監督する職務上の地位にある者について
は、時間外手当を支給しない。

(休日勤務手当)

第 17条 休日勤務手当は、休日に勤務することを命じ、その勤務に服した従業員に支給する。ただし、 1
週につき 1日の休日、あるいは 4週を通じて 4日の休日が確保されている場合は、この限りでは

ない。

2. 休日勤務手当の額は、勤務 1時間につき時間単価または時給額の 35%を上乗せした額とする。
3. 前条に定める時間外勤務手当と休日勤務手当は併給しない。

(夜間勤務手当)

第 18条 午後 10時より午前 5時まで勤務した場合には、勤務 1時間につき時間単価または時給額の 2
5%を上乗せして支給する。

(休業手当)

第 19条 従業員が法人の責に帰すべき事由により休業した場合は、休業 1日につき労働基準法第 12条
|こ規定する平均給与の 100分の 60を支給する。

(特別手当)

第 20条 法人は、業務上必要と認めた場合は、特別手当を支給することがある。

第 4章  賞  与

(賞与の支給 )

第 21条 賞与は、法人の業績と個人の成績を勘案して支給する。但し、原則として入社後 6ヵ 月を経過し
ない者および支給日に在籍しない者については賞与を支給しない。

(支給時期 )

第 22条 支給時期は原則として 6月および 12月 とする。但し、状況によっては支給時期を変更、もしく
は支給しないことがある。

(各人の賞与の決定)

第 23条 各人の賞与の決定については以下の各号に定める事項を勘案して行う。
(1)役職

(2)成績評価

(3)その他特別の事項

第 5章  報 奨 金

(報奨金の支給 )

第 24条 報奨金は、従業員による所定の行動を奨励する目的のために支給する。但し、原則として入社後
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6ヵ月を経過しない者および支給日に在籍しない者については報奨金を支給しない。

(支給時期)

第25条 支給時期は原則として 9月とする。但し、状況によっては支給時期を変更、もしくは支給しない
ことがある。

(各人の報奨金の決定 )

第 26条 各人の報奨金の決定については以下の各号に定める事項を勘案して行う。
(1)講責・取材・視察対応等、法人の対外的情報発信への貢献

(2)その他特別の事項

この規程は、平成 25年 6月 3日から実施する。
この規程を改廃する場合は、従業員代表者の意見を聞いて行う。

この規程の第 4条及び第 18条を変更し、平成 28年 6月 30日から実施する。
この規定の第 18条を変更し、令和元年 6月 1日から実施する。
この規定の第 16条を変更し、令和 5年 4月 1日から実施する。

サービスグラント給与規程
2023.04.01

員

１

２

３

４

５

付

4/4






























